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視 点

新しいワークルールの構築に向けて

労働基準法が施行されて早半世紀を経過した。

労働基準法の制定は、第２次世界大戦以前からわが国の労働組合と勤労者の強い要求だった。昭和22年

４月日本社会の民主化の鍵の一つとして労働基準法は交付され、９月１日に施行された。当時、わが国

の労働基準は、大きく立ち遅れており、タコ部屋に代表される強制労働や児童労働、長時間労働、著し

い男女差別、封建的な雇用契約などがまかり通っていた。こうした中、新たに制定された労働基準法

は、強制労働や封建的な労働契約の禁止、週８時間労働制の実現、男女賃金差別の禁止、母性保護など

を規定し、当時の労働組合のリーダーや組合員は、労働基準法を民主化の武器として戦いを進めた。基

準法自体もこの半世紀の間に着実な前進を遂げ、労働時間についてはまがりなりにも週40時間労働制を

実現した。また労働基準法から分離独立をした最低賃金法、労働安全衛生法、雇用機会均等法などが労

働基準に厚みを加えた。

しかし、経済社会の変化は労働基準法のこうした改正をはるかに上回るものであった。産業の国際化、

社会の高齢化の進展や出向の大幅な増加にみられる雇用慣行の変化、パートタイマーの増加、勤労者の

意識の変化などどれもが無視できない大きな問題となっている。こうした大きな変化に対し労働基準法

は解雇規制、出向や転籍のルール、就労の多様化に対する労働契約のあり方、男女平等の問題などにつ

いて十分対応ができているとはいえない。しかも一方では昨今の規制緩和の流れに悪乗りし、労働基準

法の改悪を画策する動きがみられており、労働基準法の根幹にもかかわるような事態にも至っている。

労働組合としてはこうした動きを断固として阻止するとともに、今後の労働基準法、労働法制のあり方

について中長期的なビジョンを提示していくことが求められている。
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ではどういった方向を指向するか。

現行の労働基準法は大きくいって３つの立法目的を有している。１つは最低労働基準を設定し、それを

強制すること。労働時間規制などがこれにあたる。２つは封建的擬制の排除。例えば強制労働の禁止あ

るいは中間搾取の排除、違約金、強制貯蓄禁止などがこれにあたる。３つは紛争予防で、労働条件明

示、就業規則などがこれにあたる。

これらはいずれも重要な課題であり、今後とも充実強化を図らなければならない課題である。しかし特

に今日的課題からいって、また特に現行の基準法で不備な点として３つめの紛争解決的側面を強化する

こと、いいかえれば新しいワークルールを構築することが重要である。

労働者が企業に採用され、様々な部署の異動を行い退職するまでの一連のルールについて現行の労働基

準法はあまりにも無力である。近年の個別人事管理の強まり、労働組合の組織率の低下の中で従業員全

体の労働条件に係わる問題がしばしば企業と一労働者の間で契約という形で行われ、その結果、労働条

件が著しく労働者に不利に働いているのが実状である。労使間の紛争を予防し、労働者が納得する条件

で働けるためには、こうした点についての一定のガイドライン、ルールとすべきものとして新しいワー

クルールが必要である。そしてこれは前の分類でいうところの「最低」労働基準としてのものではなく

労働者が納得できるものでなければならない。別の言葉で言えば「ゆとり」、「豊かさ」を実現するも

のでなければならない。

新しいワークルールの具体的中身としては以下のようなことが考えられよう。

採用、退職・解雇 採用（試用期間）、内定の取り扱いについての規制。

配置・配転、出向・

転籍
出向や住居の移転を伴う配転の規制、本人合意の義務づけ

合理的な内示期間の設定、出向期間の明示。単身赴任を回避するための使用者の

努力義務の明示。

グループ企業間の移動、移籍出向のルール設定。

賃金・労働時間 「ゆとり」、「豊かさ」を具体的な規定として明示。
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変形労働・裁量労働の規制。

就業規則の作成・変更について労使対等原則の導入。

以上はあくまでも例示であり、罰則のあり方等、今後さらに検討が必要である。また「最低労働基準」

としての性格を持つ人種、性別の禁止規定、平等原則規定の強化などについては「労働基準法」にはっ

きりと規定し、その一層の履行確保に努めなければならないのはいうまでもない。

こうした考え方を前面に出し法体系全体を見直しするとなると、従来の「労働基準法」の枠内におさま

るかどうか難しい。また、「労働基準法」の枠組みで考えると僅かな変更に止まってしまうおそれもあ

る。その意味で「労働契約法」といったものを新たに制定することも視野において検討することも必要

であろう。またこれを実効あるものとするためには、こうした問題を処理する個別紛争処理システムの

整備を急ぐ必要がある。

今、労働法に求められているのは「脱規制化」ではなく、「労働条件は労使が個別的または集団的に協

議ないし交渉によって決めるべき」という原則を打ち立てることである。そのためのガイドライン、

ルールとなるべきものを早急に構築するとともにそれを実効あるものとするための体制の整備が求めら

れている。

ＨＰ ＤＩＯ目次に戻る ＤＩＯバックナンバー
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寄 稿

高齢者の就業意欲

麗澤大学 下 田 健 人

高齢者雇用をめぐる考えは、それぞれの主張する人たちの思想や考え方によって強調される点は異なっ

ている。例えば、年金支給開始年齢を遅らせるのは必至であるため、何としても60歳台前半層の所得保

障は雇用によって対応しなければならいと主張する人もいれば、引退する自由や権利を主張する人もい

る。

しかし、主義主張は異なれど、議論の大前提となるいくつかの事実が確認できる。例えば、高齢期の有

効求人倍率は長期安定的に低い水準で推移していることなどは衆目の一致するところである。そして、

多くの識者たちによって強調される点は「それにもかかわらず」60歳台前半層の就業率は稀にみる高さ

を誇っているということである。低い有効求人倍率と高い就業率というギャップを埋めているものは、

高齢者の高い就業意欲に他ならない。この高齢者の高い就業意欲を手放しで前提とするのはどうか、と

いうのが私の素朴な疑問である。

「働きたい」の２つの意味

我々調査屋が、就業意欲について聞く質問は決まっている。「あなたは何歳まで働きたいですか」とい

うものである。すなわち、その答えの多くは時に「65歳」であり、時に「70歳」であり、時に「元気で

ある限りずっと」であり、そして「死ぬまで」という回答も少なくない。
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しかし、果たして「働きたい」という言葉の意味は何か。確かに、一般には「働きたい」という言葉の

意味は「働くのが好きだ」ということに他ならない。飯を食うよりもとにかく働いていたいという人も

少なくないだろう。実際に、日本人は「勤勉である」、「勤労精神に長けている」、といった一般論が

あるかもしれない。そのことが我々の潜在意識として醸成されており、先入観となっているようだ。し

かし、ｗｏｒｋａｈｏｌｉｃ「ワーカホリック」という英語もあれば、元来「インダストリーｉｎｄｕ

ｓｔｒｙ」という言葉は「勤勉」という意味をもっているという。勤勉は日本人だけの専売特許ではな

い。

重要なことは、「働きたい」といった場合には、もう一つの意味が隠されていることである。すなわ

ち、働くことの好き嫌いにかかわらず働かざるを得ない、経済的な逼迫状況をして人を雇用に向かわせ

ている場合である。このような状況下にある場合、その人に「あなたは何歳まで働きたいですか」とい

う質問を投げかければ、望むと望まずに関わらず、生活の安定という意味で「65歳まで」とか「70歳ま

で」と答えることになるだろう。果たして、このような人たちを含めて「就業意欲が高い」という表現

を使うことができるのだろうか。

経済的逼迫感と高齢期の就業

確かに個人の多様化が進む中で、高齢期の就労に対する理由も多様である。経済的な理由で働く者もい

れば、友人が欲しいために働く者もいる。健康のためにという人もいれば、小遣いぐらいは稼ぎたいと

いう人もいる。このような多様性に配慮して、雇用の側も多様なメニューを用意しなければならないと

いう議論がある。

しかし、労働省が高齢者の就業に関して定点的に大量調査を行っている『高年齢者就業実態調査（平成

８年調査）』によれば、60歳台前半層における就業者の就労理由は、「自分と家族の生活維持」のため

とする回答がもっとも多く、全体の７割強を占めている。この比率は前々回の昭和63年、前回の平成４

年と比較して微増しており、経済的逼迫感から高齢期の就労に向かう人たちは少なくない。

高齢期における就業希望者に対する多様なメニューづくりも結構ではあるが、経済的逼迫感をもつ人々
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にその要求に適合した雇用を保障することができるかどうかが政策上最優先に議論されるべきではない

か。長期的にみれば、産業構造の転換や景気の低迷といったマクロ経済的な要因や、65歳定年制に後ろ

向きな経営側の要因、晩婚化、持ち家のローン負担、子供の独立、親の介護などの家族的な要因は、ま

すます働く人々の高齢期における経済的逼迫感を助長させる可能性をもっている。

例えば、昨年東京都が行った東京都の中小企業で働く中高年（40歳台と50歳台）に対する調査では、そ

こで働く女性の４割は非婚であった。すなわち、高齢者予備軍である彼女たちは、配偶者をもたないま

ま定年を迎える可能性が強い。

かつて日本の嫁は見えない福祉上の財産であるという人がいて、そのことが日本の公的社会保障の遅れ

を正当化させる論理を導いた。しかし、もはや「日本の嫁」はいないことを認識すべきである。同様

に、働くことが好きという意味で、日本における高齢者が高い就業意欲をもっていると考えることは、

議論の大前提として危険なことではなかろうか。

ＨＰ ＤＩＯ目次に戻る ＤＩＯバックナンバー
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報 告

次期年金改正の課題

上智大学 山 崎 泰 彦

本稿は去る３月23日連合総研で開催された第３回新福祉経済社会研究委員会でゲストとして参加された

山崎氏の講演を事務局で整理したもので、文責は事務局にあります。

１．社会保障・年金財政の見通し－雑感

まず、社会保障・年金財政見通しに関しての雑感について述べたいと思います。

今回の改正の審議については、すべて２０２５年の、厚生年金でいえば３４．３％という保険料率、国

民年金でいえば月額２万４，３００円という保険料水準を前提にしてどうしますかという話になってき

ているわけですが、あれほどいろんな多様な選択肢、メニューをお出しになりながら、ピーク時の保険

料だけは１つしかお出しにならないというのは非常にお粗末じゃないかなという気がいたします。

前回、平成６年の改正で財政見通しを出し、その後、新しい人口推計が出、この新しい人口推計に基づ

いて組みかえただけだというわけです。少子化が一層進むということは長期的には女性や高齢者の雇用

が伸びるということになるはずなんですが、そういう要素は全く考慮していません。そのほかの状況に

ついても勘案すべきことはいろいろあると思うんですが、３４．３％、２万４，３００円だけがひとり

歩きして、ちょっと脅しにかかっているようにみえます。政策的にもっと雇用を進める、女性の就業を

進める、その場合はどうかというような話もあるんだろうと思います。

また、全体としての社会保障構造改革というときに、将来の国民負担率を５０％以下にとどめたいとい

うのが厚生省を含め政府の大きな方針になっているわけですが、はっきりしていることは、２０２５年
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はたしか27.4％の高齢化率ですが、それほどの高齢化を遂げながら社会保障の規模としては今のドイ

ツ、フランス程度であるということは、現在、将来ともに日本の社会保障というのは非常に小さいんだ

ということです。高齢化のレベルそのものは、今既に日本はドイツ、フランスと同程度であります。

２．給付の水準と体系

中身に入りましょう。給付の水準と体系についてですが、給付の水準については年金だけで議論しても

しようがありません。最近のはっきりした動きといたしましては、昨年医療保険のかなり大きな改正が

ありました。これは緊急の財政対策だったわけですが、保険料率も上げる一方、窓口の負担も相当上げ

ました。現役の本人については１割負担を２割、２倍に上げ、高齢者も２倍近く引き上げました。

そして、介護保険法も成立しました。介護保険というのは社会保障構造改革の大きな起爆剤になろうと

してます。それはどういうことかといいますと、まず利用者負担としては１割負担を入れました。これ

は、現在の老人医療の高齢者の負担率８％台よりも高い負担を求めているわけであります。さらに保険

料の負担につきましては、１人当り２，５００円という数字があります。２，５００円といいましても

現役の場合には事業主負担や国庫負担があります。もっともサラリーマンの奥さんは負担しません。サ

ラリーマングループについては制度によって違いがありますが、自営業者グループだけをとりますと、

４０から６５歳未満の方には国庫負担が２分の１ありますから、１人当りの負担は１，２５０円という

ことになります。６５歳になった途端に２，５００円になるわけですから、自営業者グループだけをと

ると、高齢者に２倍の負担をさせるというすごい法律を通したわけであります。

ということは、実は高齢者に相当な保険料負担、あるいは利用者負担を求める方向で医療や福祉の改革

が進んでいるんですが、その前提にあるのは、今の高齢者は決して貧しくはない、現役と遜色ない安定

した年金収入があり、さらに資産保有にも恵まれているということです。しかし、年金水準を大幅に下

げるとなると話は違ってきます。私自身は年金も医療も福祉もみんな大事だと思っていますから、年金

だけが生き延びればいいというものではないと思っておりまして、むしろある程度の年金水準をしっか

り守りながら、その年金で税金や社会保険料をきちっと負担してもらう、あるいはサービスの利用者負
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担をしてもらうという社会のほうが落ちつきがいいと思います。それが１つです。

２階部分の改定は物価スライドに

それから、年金水準を仮に下げるとしたらという話なんですが、標準年金は２３万円という数字があり

ます。私自身は新規裁定の２３万円程度の水準は維持しつつ、ちょっと厳しいですが、年金額の改定方

式を物価スライドだけにとどめてはどうかということを考えております。昔からこういった考えは専門

家の中にありまして、退職後、生活水準の上昇をすべて高齢者に分配する必要があるかどうかというこ

とです。現実に高齢期を迎えますと、年とともに消費支出は下がっていきます。そのため、退職時の実

質的な生活水準が維持できればいいのかなと思います。にもかかわらず現実に高齢者が相当な貯蓄をし

ているわけですが、終末期の不安が介護保険という形でかなり解消されるとすれば、年金額の改定を物

価スライドにとどめることができます。そういう環境になったのかなという感じがいたします。ただ、

経済の成長が相当高い場合には、生活水準との乖離が相当広がる可能性があります。その場合には、政

策的に途中で生活水準の向上分の一部反映させるという見直しはあっていいと思うんですが、原則とし

て物価スライドだけにとどめるということでいいと思います。年金水準がＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅとありま

したけれども、水準としては結果的にＢ水準ぐらいかなと考えておりますが、いきなり下げるんじゃな

くて、物価スライドにとどめるという形で少しずつ下げていき、終末期の不安は、介護保険できちっと

対応するというのでいいのではないかと思っております。

日本の年金水準は高いということで、学者によっては先進諸国で大卒の初任給より高い年金を出してい

る国はないとおっしゃるのであります。私はこれはちょっと勇み足じゃないかと思います。日本の賃金

は非常に年功性があるわけで、逆に言えば日本の大卒の賃金は低過ぎるということではないかと思いま

す。ですから、かなり年功性があるということを前提にすると23万円の年金は若い人から見れば高いか

もしれませんが、当の退職者にとっては決してそうぜいたくではないという感じがします。

もう１つ関連することですが、年金優遇税制は見直すべきです。医療保険の世界では国民健康保険とい

うのが一番困った制度です。すなわち、国保では無職者がどんどん増えます。無職者の中身は年金生活

者です。無職とはいっても、今増えているのはサラリーマンＯＢですから、月額２０万円余りの、しか

も６５歳以上になればまず税金がかからない安定した収入のある老人が増えているわけです。老人が増
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えると医療費が増えますが、実は老人は保険料の負担者としては若い人と同じぐらいの安定した収入が

あります。今女性の平均賃金は厚生年金の加入者で２１万円から２２万円です。手取りは１０万円台に

落ちます。そういった人と比べて、決して劣らない安定した収入のある高齢者が増えています。

ところが、国保の保険料は応益割、応能割という形で取りますが、所得割については実質的にほとんど

取れない年金受給者が増えていることが問題です。我々にも給与所得控除がありますから、高齢者にも

一定の公的年金等控除があってもいいんですが、少なくとも同じ所得に対して同じ課税をするべきで

す。これは医療保険についてもいえることです。そういう感じがいたします。ただ、これは政治的に非

常に難しいことだと思います。介護保険でも同じ問題があります。高齢者を所得に応じて５段階という

んですが、所得のベースから公的年金等控除、老年者控除で外れるわけです。

給付の水準と体系とありますが、私は物価スライドにとどめると言いましたが、基礎年金だけはだめで

す。生活水準の向上分を全部反映させるべきだと思います。私が言う物価スライドにとどめるというの

は２階部分であります。これは今の６万５，０００円より下げるということは私は考えられません。

３．支給開始年齢と高齢者雇用

支給開始年齢と高齢者雇用については６６歳以降へという話がありますが、まず現実にはそれは無理だ

ろうと思います。６５歳まで部分就労、部分年金ではなくて、完全就労を基本にする社会に持っていか

なければいけないと思います。それについてはほとんど相手にしてもらえないんですが、わずかですが

相手にしてくれる人もいます。

メリット制モデル

朝日新聞の「ウィークエンド経済」に昔書いたんですが、メリット料率を採用をした年金制度の費用負

担モデルというのがあります。今の年金制度は６５歳以上は全員年金が出る上、保険料も払いません。

Ａ社とＢ社という２社がありまして、Ａ社というのは６０歳定年の会社、Ｂ社というのは６５歳定年の

会社であります。したがって、Ａ社は６０歳未満に５０人いて、先輩が６０歳代前半に年金受給者とし
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て５人いる。Ｂ社というのは、全員６５歳までちゃんとした給与で働いている。したがって、年金受給

者は６０歳代前半にいないというわけです。今の厚生年金はどうなっているかというと、Ａ社を退職し

た５人の年金の費用をＡ社とＢ社という厚生年金オールジャパンの加入者１００人で支えているわけで

あります。メリット制ではＡ社が５０分の５の負担になって、Ｂ社はゼロになるわけですが、実はメ

リット制なんていう難しいことを言わなくても、企業年金はそうなっているわけでございます。Ａ社の

企業年金は６０歳支給の企業年金で、Ｂ社は６５歳支給の企業年金であります。ですから、企業年金は

極めて合理的ということになります。そういう仕組みを厚生年金の中に組み込まなければいけないとい

うわけであります。

65歳定年企業の「たかり」の構造

実は労働省で以前、勉強会をしておりまして、そのときにある一部上場企業で６５歳定年の会社があり

ました。６５歳定年の会社で、しかも役職定年がない会社があります。課長は６５歳まで課長でござい

ます。という会社の労務担当の偉い方の話を聞きました。労働省は非常にいい会社だと言っているわけ

でございますが、たまたま私が給与は６０歳でどうなりますかとお伺いしましたら、困ったなという感

じでございましたが、正直な話を聞きました。６０歳になると課長でも給料は９万円になると。９万円

の給料では勤まりませんねと言ったら、年金がありますからというわけです。一番低い給与ですと当時

は８割支給でございます。大企業ですから、本来２５万円ぐらいの年金のところが８割で２０万円出る

わけです。年金２０万円で、給与が９万円、あわせて２９万円ですね。２９万円でも課長は勤まらない

んじゃないでしょうかと言いましたら、その他にボーナスがありますからというわけです。

これはどういうことかというと、世間向けには月給９万円のあわれな労働者なんです。したがって、保

険料は９万円見合いでしか払いません。しかし、あわれな労働者ですから、年金ががっぽり８割も受け

取ることができるんです。その８割の年金をオールジャパンで支えているんです。たかりですよね。申

しわけございませんと言われましたが、別におたくの会社だけではございませんと言ったんです。おた

くの会社だけじゃないというのは、６０歳代前半のボーナスの支給率が１２カ月分以上という会社は決

してまれではないんです。そこでこういうことを申しました。しかし、おたくは健保組合が大変でしょ

うと言いましたら、何でわかるのかと言うんです。それはわかりますよ。９万円見合いの保険料しか払

わないで、６０歳代になれば医者通いするわけです。奥さんもそろって医者通いをしますね。これは健
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保組合は大変ですよね。どちらが合理的かというと、ツケを他人に回せない健保組合のほうが合理的だ

ということなんです。ただ、医療保険の世界でもちょっと考えなければいけないのは、たとえちゃんと

した給料を払ったとしても、高齢者を雇うと健保組合は苦しくなるという問題があるんですが、年金額

たかりを生ませているという構造を断ち切ることをしないと、いくら働け、働けといってもだめです。

ですから、１つの割り切りは、厚生年金を６５歳支給にして、６５歳以前は企業年金で対応という割り

切りがあるんです。ところが、企業年金ということになるとまちまちでございます。ない会社もある

し、レベルも違う。しかも一番のネックは企業年金に通算性がないということなんです、ポータビリ

ティが。みんな途中でやめて、みんな使っちゃっているというわけです。ということになると、むしろ

厚生年金の枠組みを使うというのはポータビリティがあるわけです。実質的に高齢者を雇わない会社に

は、たくさん財源を持ってもらうという仕組みにすべきだと思います。

雇用を促す仕組みを入れる

このメリット制というアイデアは、私自身は労災保険で労働省とつき合っていて思いついたことなので

ございますが、労災保険というのは全国１本の保険制度でありますが、業種別、あるいは同じ業者で

あっても、会社別に過去の災害の発生率に応じて保険料が違うようになっているんです。こういう仕組

みを厚生年金に入れるべきだと言うんですが、事務的に難しいとお役人は言っておりますが、別に難し

くも何もなくて、例えば６０歳前半の特別支給の老齢厚生年金の財源は、全員が退職したとすると例え

ば報酬の３％だとします。雇うごとにそれを返していけばいいんです。ですから、２０万円年金を受け

ている人をきちっとした給与で雇うということは、２０万円すべてではございませんが、２０万円近い

財政効果を生むわけです。返していけばいいんです。雇わない会社が出しっ放しと。人を雇えば払った

保険料が返ってくる、こういう仕組みを入れるべきだと言っていて、たしか連合も政策に挙げてくだ

さったんじゃないですか、前回の改正のとき、自治労はちゃんと私のこの表を使って、前回改正のとき

から言ってくださいました。年金制度の中に雇用を促す仕組みを入れる。雇用の問題を労働者に任せる

ということじゃなくて、年金ですからインセンティブシステムを組み込むということが大事じゃないか

と思います。
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４．費用負担－国庫負担と総報酬制

費用負担ですが、国庫負担の問題については、財政構造改革の中で今回は取り上げないということに

なっていて、年金局としては動けないということのようでありますが、国庫負担というのは要するに基

礎年金に対する国庫負担３分の１の問題がありまして、前回の改正のときの付則に次期改正まで検討す

るという条文が入っております。それから、衆参両院の付帯決議では、２分の１に引き上げることにつ

いて検討するとなっております。ですから、２分の１をめぐって議論が展開されるはずであったんです

が、入り口で封鎖されております。

ただ、国庫負担の引き上げによって国民年金の空洞化が防止できると考えるのは非常に甘いと思いま

す。国庫負担を例えば２分の１に上げたとしても、２万４，３００円になる保険料がおそらく１万８，

０００円にとどまる程度だろうと思います。今の１万２，８００円を払わない人がなぜ１万８，０００

円にとどまれば払うかと。とんでもい話でございます。もっと言いますと、今の１万２，８００円を払

わない人は制度が始まったときの１００円、１５０円を払わなかった人なんです。ですから、ほんとう

に皆年金を実現するのであれば、皆さんがおっしゃるように税金にする以外にないんです。これは単純

なんです。保険方式でいくのであれば、今の体制のもとで適用、特に徴収の仕方というのは相当ドラス

チックなことを考えないといけないんじゃないかという気がします。正村先生は介護も税金でとおっ

しゃるんですが、基礎年金を税金でというのはおそらく介護も税金で、老人医療も税金でと。全部一連

のことだと思います。私自身はそこまで踏み切れない。したがって、保険でというのであれば、国庫負

担の引き上げというよりも業務体制も含めた見直しが必要なんじゃないかという気がいたします。

総報酬制について

それはまた後でお話ししますが、あともう１つは費用負担では総報酬制というのが前回少し議論になり

まして、厚生年金は１％だけ特別保険料を入れたわけです。１％には別に根拠はないんだろうと思うん

ですが、あえて言えば、政府管掌の健康保険で１％の特別保険料を財政対策として入れていたというこ

とだと思います。しかもこの１％は、給付に反映しないという意味でも非常に中途半端であります。今

回、世の中の動きは総報酬制にということになりました。健康保険でも厚生省案及び与党協のいずれも
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総報酬制と言っておりますから、年金が先か健保が先かわかりませんが、いずれにしても年金、健保と

もに総報酬制になるんでしょうということです。

総報酬にしたときに給付に反映させなければいけない。私は反映させないという選択もあると思ってい

たんですが、給付に反映させなければいけないということで大体合意はできているわけです。ところ

が、事務局がしばらくこだわったのは、格差が拡大するということです。連合の内部にもそういう声が

前回あったようでございますが、定額部分があり、標準年金２３万円に対しては基礎部分が１３万円あ

るわけです。そうすると、５５％ぐらいですね。日本の年金というのは定額部分が相当厚いわけです。

ということを考えると、２階は単純比例でいいんじゃないか、総報酬制にしても単純比例でいいんじゃ

ないかと思い、ずっとそのように主張してきました。

ところが、事務当局は格差が拡大するのが問題なので、２階でも再分配をやりたいという話をし始めま

した。これは大変な話なんですね。２階で再分配をやるということは、厚生年金基金のあり方に抵触す

るんです。厚生年金基金が今存在しているのは、２階で再分配しないということで存在しております。

金持ちからたくさん取って、低賃金労働者に年金を回そうという話を彼らはし始めたんです。しかし、

お金持ちは厚年基金をつくって、外に出ているんです。だから、２階での再分配は難しいということを

言っていたんですが、最近の新聞の報道によると、単純比例でもあまり問題は起こらないというような

ことでございまして、落ち着くところに落ち着くのかなと思います。

要するに月収部分にも上限が現在あります。ですから、ボーナス部分にも上限を置いておけば、格差は

ひらくといってもそう大きな格差にはならない。それから、総報酬制にするということは、何よりも高

所得者からたくさん保険料を払っていただくわけですから、一部はお返ししてもいいということだと思

います。この総報酬制というのは、したがって先ほどの高齢在職者の月収を低くして、ボーナスを膨ら

ませて、うまく立ち回るという道をふさぐことにもなるわけであります。

５．第３号被保険者と学生の適用・保険料負担

第３号被保険者と学生の適用や保険料負担なんですが、今の制度はいい制度ですと６０年改正のときは
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言いました。あの当時は私はあれでよかったんだろうと思うんですが、どうも世の中が変わったなと。

女性の就労を阻害しているということがありますが、もう１つ年金局を弁護できなくなったわけがあり

ます。それは学生の適用について全く違うやり方をしたんです。

支離滅裂な現行制度

去年の秋、日経の「福祉ざっくばらん」に書いておきましたが、実際に私の学生に質問されたんです。

お母さんは払わなくて、なぜ私は払わなければいけないのか。私は答えられないですよね。年金局長は

どう答えるんですかね。それは答えられないと思いますよ。お母さんはお金がないと言うけれども、私

はもっとお金がない。もっと正確に言えば、お母さんはお金を持っているんです。お父さんも私もお母

さんからお小遣いを毎月もらっている。お母さんは払って、私が払わないのならわかると言うんです。

つまり６０年改正の考え方からすれば健保並びなんです。私は健保並びとして理解していました。そう

すると、学生のうち、父親がサラリーマンである学生については３号にすべきなんです。父親が自営業

者であれば、国民健康保険や国民年金は個人単位なんです。農家やお店はみんな働いているという前提

なんです、個人単位でつくったのは。ということになると、サラリーマン家庭の学生は３号、自営業者

家庭の学生は１号にすればよかったんですが、年金局はそうしなかったんです。ということで支離滅裂

ということになりました。

２本点て保険料の提案

ということで、女性の就業を促すという意味からも、保険料を払ってもらいましょうというふうに考え

るようになりました。ただし、これは年金だけではだめです。健保も同じですから税制の配偶者控除も

外すと。連合は今年度の制度政策要求で配偶者控除を外すという勇気ある提言をされたので、３号もや

める、健保の扶養の扱いもやめるというふうに踏み込んでいただきたいと思っています。

ただ、常識的に考えられるのは、１号被保険者として適用し、自営業者と同じように保険料を払っても

らう。世帯の所得、つまり夫の所得が低ければ免除するということなんでしょうが、これは今の自営業

者グループの国民年金の問題をそのまま抱えることになるんです。つまり適用漏れがある。保険料の滞
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納がある。一律定額保険料の逆進性という問題がある。その弱い部分をサラリーマングループにまで拡

大してくるんです。厚生年金の側で保険料を払う。ただし、有配偶者用の保険料と単身者用の保険料の

２本立てにして、専業主婦の奥さんがいる者の保険料率を高めて、単身者の保険料率を下げる。率で

取って、平均的には１人分の保険料をサラリーマングループ全体で、有配偶者が負担している格好にす

ればいいんじゃないかという感じがしております。そういう提案をしているわけであります。先日の年

金審議会に出された資料では、そういう考え方もあって、その場合には保険料率が３％ちょっと差が出

るということでありました。

ただ、この考え方を突き詰めていくと、おそらく私の提案は１階だけにとどまらないんです。２階もそ

うすべきだと。つまり２階の今の１０万円という年金は夫婦の年金水準なんです。そうすると、この１

０万円の年金に見合う夫婦の保険料を払う人と、それから１人分は５万円だとすると、５万円の報酬比

例年金に見合う保険料を払う単身者の保険料率というふうにまた分けられるんだろうと。つまり１階、

２階とも単身者用、有配偶者用の保険料率を設定するということで、事実上、拠出段階から年金分割を

するということにまで発展するのかなと。ということになると、年金局としては、ちょっと山崎の考え

は進み過ぎだということになるのかと思いますが、ただこの３号被保険者問題は世の中には大変な声な

き声がありまして、相当議論しないと難しいという気がします。

学生の保険料については、サラリーマンの奥さんも事実上保険料を払うという格好にするということを

前提にしますと、学生にも払ってもらう。ただし、学生は学割でいいんじゃないかという気がします。

要するに障害年金の問題から学生の適用をするということになったわけですから、障害年金の保障をす

るという点で１万２，８００円のうち、大体今障害基礎年金の財源率が１割です。ですから、１，２８

０円を強制的に徴収し、あとは任意にしたらどうかなと。それが私の平成元年改正のときからの提案で

あります。

６．自営業者等の適用と保険料徴収

自営業者等の適用と保険料徴収というのは先ほど言いました問題なんですが、適用漏れというのは基礎

年金番号制によって事実上解消することになりました。ただし、路上生活をしている人にはどうしよう
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もございませんが、あの基礎年金番号というのは適用という点に関してはこういうことになります。皆

さんサラリーマンだと思いますが、健康保険証も２年に一度更新がありますね。あのときに住所を自分

で書き入れますね。ということは、社会保険の適用というのは事業所を適用しているだけでございまし

て、個人をつかんでいないという問題があったわけです。

つまり国民年金に適用漏れが出るのは１号と３号でございます。要するに市町村が呼びかけて保険料を

徴収する対象は１号と３号です。ところが、市町村は１号と３号がつかめないんです。なぜかという

と、住民は全部つかめ、年齢もつかめますが、厚生年金、共済組合に加入している人がわからないから

です。ですから、国民年金、国民健康保険の呼びかけというのは、「らしき人」に呼びかけているわけ

です。私の奥さんのところにもたまに来ますよ。その後お変わりございませんか、ご主人が会社をやめ

たらあなたは１号ですよ、あなたはパートに出たら収入が上がって、健保の扶養が外れれば１号ですよ

と。つまり私の奥さんについても完全につかんでいないわけです。

実は基礎年金番号を実施するに当たって、おととしの秋に我々のところに社会保険庁から住所を出して

くださいという依頼がありました。我々は全部住所を出し、社会保険庁はサラリーマンの住所を全部つ

かんだわけです。市町村別に全部つかめることになったわけです。ですから、今後は市町村の住民の２

０歳から６０歳のうち、サラリーマンである者を全部除いたものが市町村が呼びかける対象になったわ

けでありまして、これでまず完全につかめることになったわけです。

保険料未納者には権利制限を

問題は、確かに知らないから入らなかったという人も今までいたんですが、大半は知っていて入ってい

ないというか、今後は職権で年金手帳も送れるんですが、要するに払わないわけです。基礎年金番号

は、払わないという問題には何の効果もありません。これだけ厳しい社会になって、サラリーマンはガ

ラス張りの所得で取り上げられる。それに対して全く自由なグループを残していていいのかということ

があります。これに対し私が前から言っているのは、ほかの施策と連動させるべきであると。要するに

免許証を更新するときには、国保と国年の保険料をきちっと納めているぐらいの証明書は出させるとい

うわけです。どうしてもセールスは生保には負けます。若い人は個人年金です。また、国の年金はだめ

で、これからは自助努力だというセールスもどうも末端では行われているらしいといえます。生命保
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険、個人年金等控除がありますよというわけですが、国民年金、国民健康保険に加入せず、保険料を払

わない人にはこうした控除を与えないということぐらいはすべきなんです。

これは簡単です。申告書の中で社会保険料控除が空欄になっている人は下の控除は与えないんです。実

は申告所得税の調査で一番所得階層の低い人、申告所得税を払っている人ですから、ほんとうの貧しい

人じゃないんですが、一番所得階級の低い人を数年前に見ましたときに、社会保険料控除の適用者数よ

りは生命保険、個人年金保険料控除の適用者数のほうが多いんです。社会保険というのは皆保険、皆年

金ですから、社会保険料はみんなあるんです。少なくとも所得税を払っているような人は免除にはなり

ません。ところが、それが空欄で、一方生保、個人年金はきちっと納めているという人がいます。こう

した人に対しては無条件で生命保険料控除、個人年金保険料控除を適用しないぐらいすべきなんです。

そんなことを言っていたら、連合は村山政権になってからそういうことを言ってくれるようになりまし

た。自治労は現場で苦労していますから、自治労の話もあったんでしょう。最近の制度政策要求では、

国民年金の保険料をきちっと払わない人には印鑑証明を渡さないと言っています。つまり市民権停止で

すね。これぐらいのことをしなければいけないんじゃないかと思います。

このアイデアは米穀通帳からきています。私の世代はまだ米穀通帳を持ち歩いていた。米穀通帳を持っ

ていないとヤミ米で高くついたんです。免許証をみんなが持っていないから、皆保険でない時代には事

実上米穀通帳が身分証明書がわりになったんです。市民としての当然の権利を主張するためには、義務

を果たさない人には市民権が一部制約されるというぐらいのことをしなければいけないんじゃないかと

思います。

今、国民健康保険の平成７年度の事務費が２，１００億円、国民年金が１，６００億円、あわせて３，

７００億円の事務費がかかっています。これは社会保障研究所の社会保障給付費の推計で出ている数字

なんですが、この３，７００億円の半分以上は間違いなく徴収のための費用だと思います。そのための

専任職員を雇ったり、いろんな広告をしたり、督促のはがきを何度も何度も出したりというわけです。

私の今の提案が受け入れられれば、まずほとんどこういった事務費は要らなくなると思います。これが

ほんとうの行政改革じゃないかと思います。

社会保険庁は不要になるか
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ですから、社会保険方式を貫くのであれば、そういったところまでやらなければいけないんじゃないか

と思うんですが、一方では地方事務官廃止が行われています。現在、国民年金の仕事は機関委任事務

で、都道府県の国民年金課及び市町村の国民年金の仕事は機関委任事務になっているんです。そして、

地方事務官として社会保険の職員が張りついているんですが、これを廃止するというわけです。つまり

市町村から国民年金の仕事を引くわけです。ですから、社会保険事務所が直接住民をつかみ、直接保険

料を徴収することになるんです。国家公務員の身分を守るのはいいけれども、国民年金はずたずたです

ね。もう絶望的です。そうするとどうするかというと、厚生省が一番嫌がることなんですが、何もかも

税務署にお願いしたほうがいいという感じがします。社会保険庁も要らないと。我々は給与所得者です

から、社会保険料も税務署にお願いし、社会保険庁は要らないというぐらいのことを考えざるを得なく

なっているわけです。現にアメリカはそうなっています。

７．財政方式

財政方式については、年金理論研究会でも大体皆さんの共通した意見だったんですが、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ

という４つの案はいずれも２階建て年金を前提にしているわけです。ただ、給付水準を変えているだけ

でございまして、これは算数の問題です。給付水準を落とすと保険料がこれだけ落ちてくるという算数

ですから、１つの案に近いんです。もう１つＥ案というのは２階を廃止して、民営化するというわけで

す。２階建て案と２階を廃止したＥ案との間にもう１つ案があっていいんじゃないかというのが、年金

理論研究会の全員の意見です。

例えば２階はそのまま残すけれども、これを完全積み立てで切りかえるという案も考えられますが、私

は２階を２つに割ったらどうかと思っています。賦課方式、世代間扶養の部分と積み立て方式の部分を

はっきり国民にわかるように分離することです。世代と世代の助け合い、賦課方式ですよというのも実

は間違っておりまして、今支払いの五、六年分の積立金を持っているわけでございますから、部分的に

積み立てているわけです。この積み立てている部分をもう少し拡大して、拡大するというのは、若い世

代は積み立てたいと言っているわけです。貯蓄をしたいと言っているわけです。国の年金はあてにでき
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ないと言っているんですが、そうは言っても計画的に積み立てるというのはなかなか難しゅうございま

して、これはパターナリズムですね。厚生年金の中に、きちっと将来に向けて積み立てるという部分を

持ったらどうかという気がいたします。そのことによって初めて厚生年金基金とのバランスもとれるん

じゃないかという気がします。厚生年金基金というものがあります。私の考えですと、厚生年金基金が

設立されていない事業所については、政府管掌の厚生年金基金をつくる。組合健保と政管健保と同じよ

うに、本体の中にも積み立て部分をつくってはどうかという感じがいたします。

ということで、財政方式に関しては、将来に向けて積み立て度合いを少し高め、そして給付設計の中に

も積み立て部分をはっきり明示的につくるわけです。できたら、その中に確定拠出部分を入れたらどう

かという気がいたします。

８．年金と少子化対策

世間で言われている年金との絡みで考えられる少子化対策というのは、子供を産んだ人、あるいは多く

産んだ人に年金を増やしたらどうかというわけでございます。フランスはそういうことをしているわけ

です。私はかって人口審でそれについてどう思うかと聞かれたので、子供を産んだ人は老後の生活費が

たくさんかかるということであれば結構ですが、どうもそうでないようなので、そういう考え方はどう

かなと言いました。

それからもう１つ、今度は保険料負担の面で、子供を産んでいる人、あるいはたくさん産んでいる人は

保険料をまけたらどうかというわけです。例えば高山先生は、税金の扶養控除と同じように、社会保険

料にもそういう控除制を入れたらどうかなんておっしゃっているんですが、私は少子化対策の議論の中

で、結婚しない人、あるいは子供を産まない人が何となく後ろ指を指されるような風潮ができるのを非

常に懸念しております。そういう社会をつくりたくないんです。

子育て支援も社会化を

私自身は、それよりはみんなで目に見える形で子育て負担金を負担していただけないだろうかというわ
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